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データヘルス改革が目指すべきもの

①国民視点・患者視点の立場に立った
『ＰＨＲ』の実現

②『医療分野のＤＸ』を通じた医療サービ
スの新たな付加価値創出と医療機関の信
頼性向上
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患者を起点としたＰＨＲ/ＥＨＲの実現

患者主導のもと、医療機関が保有する患者のデータを、民間事
業者が提供するＰＨＲサービスに対して提供させ、当該サービ
ス利用により医療データをクラウド管理することを進めること
により、患者主導で『ＥＨＲを事実上簡便に実現する』ことが
可能になる。国はそのための環境整備を図る。

中長期的な対策(官主導)

短期的かつ即効性のある対策
(患者主導+民間ＰＨＲサービスの活用)

下記の方策を『車の両輪』とすること、官民の役割分担を
明確化させるという基本方針を立てることが必要不可欠

医療機関間の情報共有を行うための情報連携基盤を整備
⇒『医療機関内に存在する医療行為の経過や記録（検査結果、画
像、カルテ記事など）』こそ共有連携しないと意味がない
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厚労省のデータヘルス改革プランの具体的問題点

一番肝心な
ことが
先送りに
なっている

3(出典)2020年7月厚労省公表『新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて』より抜粋



民間ＰＨＲサービスの実例①

PHRアプリ機能例（通院履歴、通院予定）
•・通院の履歴、予約の情報を表示します

通院予定通院履歴

予約票の確認
も可能
（PDF）
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民間ＰＨＲサービスの実例②

•一覧でサムネイル表示

•Viewerへの導線とレポートへの導線を用意

PHRアプリ機能例（検査画像：各種）

画像詳細検査履歴
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民間ＰＨＲサービスの実例③

『保険者に集約される医療行為の情報』だけでなく、『医療機関内に存在する医療行為の
経過や記録（検査結果、画像、カルテ記事など）』を患者主導でほかの医療機関へも情報
共有することが可能 ⇒患者を起点として医療機関間の情報共有が事実上可能に

（提携外の医療機関)
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(参考)ＰＨＲアプリの付加的機能事例
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具体的な要望事項①
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１．データヘルス改革のゴールセッティングの明確化
・『国民視点に立ったＰＨＲ』の推進

２．官民の役割分担の明確化
・官主導の情報連携基盤構築という柱と患者主導のもと民間ＰＨＲ
サービスを拡充することで事実上のＥＨＲを簡便に実現するとい
う柱の２本柱であるという大方針を明確化

３．データ共有範囲と管理の方針の明確化
・個人単位での識別の徹底の必要性
・『保険者に集約される医療行為の情報』だけでなく、『医療機関
内に存在する医療行為の経過や記録（検査結果、画像、カルテ記
事など）』こそ共有活用しないと意味がない

・患者本人データへのアクセスに関する患者の意向をあらかじめ明
らかにしてその意向を反映させる仕組み



具体的な要望事項②
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４．医療情報の積極的な情報開示を促すインセンティブの検討
・積極的な情報開示を行う医療機関向け（診療報酬等）
・医療情報システムベンダであって、医療機関の指示ある場合に
無償でのAPI開放などの積極的な情報開示をする者向け
（租税特別措置等）

５．マイナポータルと民間ＰＨＲ事業者のＡＰＩ連携
・健診・検診情報の履歴情報の連携の検討
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(ご参考)
『デジタル完結型医療』のために必要な規制改革
パッケージ
(規制改革推進会議で本年3月に当連盟がプレゼンしている内容)



目指すべき『デジタル完結型医療』
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(注)『新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて』(2020年７月３０日厚生労働省)に一部追記

(出典)2021年3月22日新経済連盟による規制改革推進会議医療・介護ＷＧでのプレゼン資料より抜粋



デジタル完結型医療に必要な規制改革パッケージ

16(出典)2021年3月22日新経済連盟による規制改革推進会議医療・介護ＷＧでのプレゼン資料より抜粋




